
資料８ 

文化芸術振興基本法及び文化芸術の振興に関する基本的な方針（第２次方針） 
（メディア芸術・映画関連部分抜粋） 

 
１．文化芸術振興基本法（平成１３年法律第１４８号） 
第１章 総則  
（目的）  
第１条 この法律は、文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらすものであることにかん

がみ、文化芸術の振興に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務

を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する施策の基本となる事項を定める

ことにより、文化芸術に関する活動（以下「文化芸術活動」という。）を行う者（文

化芸術活動を行う団体を含む。以下同じ。）の自主的な活動の促進を旨として、文

化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図り、もって心豊かな国民生活及び活

力ある社会の実現に寄与することを目的とする。  
 
（基本理念）  
第２条 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重

されなければならない。  
２ 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の創造性が十分に尊重され

るとともに、その地位の向上が図られ、その能力が十分に発揮されるよう考慮され

なければならない。  
３ 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれ

ながらの権利であることにかんがみ、国民がその居住する地域にかかわらず等しく、

文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境の

整備が図られなければならない。  
４ 文化芸術の振興に当たっては、我が国において、文化芸術活動が活発に行われる

ような環境を醸成することを旨として文化芸術の発展が図られ、ひいては世界の文

化芸術の発展に資するものであるよう考慮されなければならない。  
５ 文化芸術の振興に当たっては、多様な文化芸術の保護及び発展が図られなければ

ならない。  
６ 文化芸術の振興に当たっては、地域の人々により主体的に文化芸術活動が行われ

るよう配慮するとともに、各地域の歴史、風土等を反映した特色ある文化芸術の発

展が図られなければならない。  
７ 文化芸術の振興に当たっては、我が国の文化芸術が広く世界へ発信されるよう、

文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進が図られなければならない。  
８ 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者その他広く国民の意見が反

映されるよう十分配慮されなければならない。  
 
第２章 基本方針  
第７条 政府は、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図るため、文化芸術

の振興に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならな
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い。  
２ 基本方針は、文化芸術の振興に関する施策を総合的に推進するための基本的な事

項その他必要な事項について定めるものとする。  
３ 文部科学大臣は、文化審議会の意見を聴いて、基本方針の案を作成するものとす

る。  
 
第３章 文化芸術の振興に関する基本的施策  
（メディア芸術の振興） 
第９条 国は、映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を

利用した芸術（以下「メディア芸術」という。）の振興を図るため、メディア芸術の

製作、上映等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 
（国際交流等の推進）  
第１５条 国は、文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進を図ることにより、我

が国の文化芸術活動の発展を図るとともに、世界の文化芸術活動の発展に資するた

め、文化芸術活動を行う者の国際的な交流及び文化芸術に係る国際的な催しの開催

又はこれへの参加への支援、海外の文化遺産の修復等に関する協力その他の必要な

施策を講ずるものとする。  
２ 国は、前項の施策を講ずるに当たっては、我が国の文化芸術を総合的に世界に発

信するよう努めなければならない。  
（芸術家等の養成及び確保） 
第１６条 国は、文化芸術に関する創造的活動を行う者、伝統芸能の伝承者、文化財

等の保存及び活用に関する専門的知識及び技能を有する者、文化芸術活動の企画等

を行う者、文化施設の管理及び運営を行う者その他の文化芸術を担う者（以下「芸

術家等」という。）の養成及び確保を図るため、国内外における研修への支援、研

修成果の発表の機会の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。  
（文化芸術に係る教育研究機関等の整備等）  
第１７条 国は、芸術家等の養成及び文化芸術に関する調査研究の充実を図るため、

文化芸術に係る大学その他の教育研究機関等の整備その他の必要な施策を講ずる

ものとする。  
（国民の鑑賞等の機会の充実）  
第２１条 国は、広く国民が自主的に文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを

創造する機会の充実を図るため、各地域における文化芸術の公演、展示等への支援、

これらに関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。  
（情報通信技術の活用の推進）  
第２９条 国は、文化芸術活動における情報通信技術の活用の推進を図るため、文化

芸術活動に関する情報通信ネットワークの構築、美術館等における情報通信技術を

活用した展示への支援、情報通信技術を活用した文化芸術に関する作品等の記録及

び公開への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。  
（関係機関等の連携等）  
第３２条 国は、第８条から前条までの施策を講ずるに当たっては、芸術家等、文化
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芸術団体、学校、文化施設、社会教育施設その他の関係機関等の間の連携が図られ

るよう配慮しなければならない。  
２ 国は、芸術家等及び文化芸術団体が、学校、文化施設、社会教育施設、福祉施設、

医療機関等と協力して、地域の人々が文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれ

を創造する機会を提供できるようにするよう努めなければならない。  
 
 
２．文化芸術の振興に関する基本的な方針（第２次方針）（平成１９年２月閣議決定） 
 
第１ 文化芸術の振興の基本的方向 
１．文化芸術の振興の意義 
２．文化芸術の振興に当たっての基本的視点 
①文化力の時代を拓く 
②文化力で地域から日本を元気にする 
③国，地方，民間が相互に連携して文化芸術を支える 

３．文化芸術の振興に当たって重点的に取り組むべき事項 
（１）重点的に取り組むべき事項 
①日本の文化芸術の継承，発展，創造を担う人材の育成 
②日本文化の発信及び国際文化交流の推進 

日本文化の発信及び国際文化交流を進める際には，それらの活動が国のイメー

ジに大きな影響を与え，他方で世界の平和や繁栄にも貢献するという意味で外交

的側面も有するという観点や，国内の文化芸術振興という観点に留意しつつ，関

係府省等が連携していくことが重要である。 

また，日本の伝統文化だけではなく，現代の文化芸術創造活動を積極的に海外

に発信し，アジアをはじめとする海外の文化芸術振興に資するよう，国際文化交

流の施策を検討していくことが必要である。その際には，アニメ，マンガ，音楽

等の「ジャパン･クール」と呼ばれる分野も文化発信の上で重要な役割を担って

おり，メディア芸術などの新しい文化芸術の国際的な拠点を形成することも検討

する必要がある。 

③文化芸術活動の戦略的支援 
④地域文化の振興 
⑤子どもの文化芸術活動の充実 
⑥文化財の保存及び活用の充実 

 
第２ 文化芸術の振興に関する基本的施策 
１．各分野の文化芸術の振興 
（２）メディア芸術の振興 

近年の情報通信技術等の進展に伴い，メディア芸術は，広く国民に親しまれ，新た

な芸術の創造や我が国の芸術全体の活性化を促すとともに，諸外国から「ジャパ

ン・クール」として注目を集め，我が国への理解や関心を高める媒体ともなってい
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ることを踏まえ，次の施策を講ずる。 

・ 文化庁メディア芸術祭の一層の充実を図るとともに，メディア芸術分野に関連

する大学，美術館等との連携強化を図り，その創造活動を促進する。また，我が国

の優れたメディア芸術を積極的に諸外国へ発信する。 

・ 大学等と連携しながら若手クリエーターに専門的研修や国際共同制作等の機会

を提供することにより，次代を担う優れた人材を育成する。 

・ 日本映画・映像作品の水準向上を図るため，国際的な評価の高まりや国際共同

制作などの進展を踏まえながら，その製作環境の整備，国内外への発信や人材育成

に対する支援，東京国立近代美術館フィルムセンターにおける映画・映像作品の収

集・保管を推進する。 

 
４．国際交流等の推進 

世界の人々の関心と興味を「魅きつける」多様な文化を積極的かつ効果的に発信

するとともに，文化芸術に係る国際的な交流を進め，日本への理解の深化及び文化

芸術による国際貢献を推進し，我が国及び世界の文化芸術活動の発展に資するため，

次の施策を講ずる。 

・ アジアをはじめとする海外の文化芸術創造活動に資するよう，我が国のメディ

ア芸術の創造と発信に関する拠点の形成を図るとともに，広く新しい文化芸術の

創造を推進する。 

・ 我が国及び海外の文化人・芸術家等の相互交流・連携や文化交流の拠点である

国立の文化芸術機関等による国際的なネットワークの形成を継続して推進する。 

・ 文化芸術に関する国際的な相互交流を強化するため，文化芸術団体等の国際交

流活動を支援するとともに，海外からの参加を得た舞台芸術の交流，作品制作ワ

ークショップ等，多様で国際的な事業の展開を進める。 

・ 魅力ある日本文化を海外に幅広く紹介するため，優れた日本文学作品の翻訳・

普及や，インターネット等を活用した日本文化の総合的な情報発信を図る。 

・ 将来の国際交流を担う青少年の国際文化交流等を推進することにより，世界に

日本文化を発信することができる人材の育成を図る。 

・ 文化芸術に係る国際交流の推進に当たっては，関係府省及び国際交流基金及び

その他の関係機関等が緊密な連携・協力に努める。 

 
５．芸術家等の養成及び確保等 

多様で優れた文化芸術を継承し，発展させ，創造していくためには，その担い手

として優秀な人材を得ることが不可欠であることから，次の施策を講ずる。 

・ 文化芸術団体，教育機関などの関係機関が連携し，計画的・系統的な人材育成

を促進する。 

・ 高い技術と豊かな芸術性を備えた芸術家等を養成するため，新進芸術家等の海

外留学や新国立劇場における研修事業の充実，各分野の文化芸術団体等が行う研

修への支援を図るとともに，次代を担う新進芸術家が活動成果を発表する機会や

世界的な芸術家による指導の機会の充実などを図る。 
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・ 伝統芸能の伝承者や文化財の保存技術者・技能者，文化施設や文化芸術団体の

アートマネジメント担当者，舞台技術者，技能者，学芸員など，幅広い人材の養

成及び確保，資質向上のための研修を充実させ，文化芸術活動を担う人材の育成

を図る。 

・ 大学等や国立の文化施設等における文化芸術に係る教育及び研究の充実を図る。 

 
１１．その他の基盤の整備等 
（１）情報通信技術の活用の推進 

情報通信技術の活用は，文化芸術の創造活動のみならず，その成果の普及や享受

を通じて，人と人との結び付きを強め，協働・共生社会の実現に資するなど，多様

で広範な文化芸術活動の展開に貢献するものであることから，次の施策を講ずる。 

・ 我が国の多様な文化芸術，映画・映像，文化財等の情報について，デジタル技

術，インターネット，ＣＤ－ＲＯＭ等を活用して，ネットワーク化するなど，保

存，展示，国内外への公開等を推進する。その際，学校教育における活用の促進

の観点から，子どもたちが理解しやすいものとすることにも留意する。 

・ メディア芸術祭等において，科学技術の活用等を通じた文化芸術の振興に関す

る取組を推進する。 

・ 文化芸術関係者の情報通信技術の活用の推進を図るための取組を促進する。 

 
（４）関係機関等の連携等 

関係機関等の連携を通じ，文化芸術の振興に関する施策を効果的に推進するため，

次の施策を講ずる。 

・ 施策の実施に際しては，関係府省間の連携・協力を一層推進するとともに，国，

地方公共団体，企業，芸術家等，文化芸術団体，ＮＰＯ，ＮＧＯ，文化ボランテ

ィア，文化施設，社会教育施設，教育研究機関，報道機関などの間の連携を強化

する。 

・ 文化芸術と教育，福祉，医療その他の分野の連携により，地域で人々が様々な

場で文化芸術を鑑賞し，参加し，創造することができるよう，芸術家等及び文化

芸術団体と，学校，文化施設，社会教育施設，福祉施設，医療機関等との間の協

力の促進に努める。 

 
 
 


